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下
水
道
料
金
改
正
に
伴
う
対
応
は

防
災
に
対
す
る
方
向
性
は

日 永 貴 章 議員

質
　
問

　

9
月
議
会
で
も
審
議
さ
れ
て
い

る「
下
水
道
料
金
」の
改
定
に
つ
い

て
、
そ
の
目
的
は
。

　

ま
た
、最
終
的
に
は
市
全
体
で
、

下
水
道
料
金
を
統
一
し
て
い
く
の

か
。上

下
水
道
部
長

　

今
回
は
、
各
区
域
単
位
の
料
金

統
一
。

　

今
後
、
5
年
ご
と
に
料
金
な
ど

に
つ
い
て
妥
当
性
を
検
証
し
、
時

期
を
見
計
ら
っ
て
市
全
体
の
料
金

統
一
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
　
問

　

今
回
の
改
正
で
、
人
数
割
か
ら

従
量
制（
水
道
の
使
用
量
換
算
）に

変
更
と
な
る
が
、
農
業
な
ど
水
道

は
使
用
す
る
が
、
下
水
は
使
用
し

な
い
場
合
の
対
応
は
。

質
　
問

　
「
東
日
本
大
震
災
」発
生
後
か
ら

半
年
、
防
災
に
つ
い
て
変
わ
っ
た

こ
と
は
。

総
務
部
長

　

具
体
的
に
は
、
3
階
建
て
以
上

の
民
間
施
設
の
応
援
協
定
に
向
け

て
、
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

人
事
部
門
の
強
化
で
は
、
自
衛

官
O
B
の
採
用
を
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
表
示
板

の
設
置
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

こ
れ
ら
を
含
め
て
、
今
後
の
予

定
に
つ
い
て
は
、
予
算
が
伴
っ
て

く
る
の
で
、
具
体
的
方
針
、
考
え

方
を
検
討
し
、示
し
て
い
き
た
い
。

質
　
問

　

防
災
事
業
に
は
、
多
く
の
財
源

が
必
要
で
あ
る
が
、
考
え
方
は
。

企
画
部
長

　

防
災
事
業
に
か
け
る
費
用
は
限

り
な
い
。

　

限
り
あ
る
予
算
の
中
で
、
緊
急

性
・
有
効
性
を
検
証
し
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
。

上
下
水
道
部
長

　

申
告
制
で
対
応
し
た
い
。

　

事
前
に
申
し
出
を
し
て
も
ら

い
、
調
査
を
行
い
対
応
す
る
。

　

な
お
、
農
業
に
対
す
る
特
別
換

算
は
他
市
町
村
で
は
行
っ
て
い
な

い
が
、
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
　
問

　

利
用
者
に
対
す
る
周
知
の
方

法
は
。

上
下
水
道
部
長

　

回
覧
で
周
知
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
各
組
合
に
も
再
度
周
知

し
て
い
き
た
い
。


